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回覧文書を新規作成する際には、途中の状態を下書きとして保存できます。
下書き保存した文書は後から編集を再開することが可能です。また、下書きには捺印情報や回
覧設定画面で設定した内容も保持されます。

操作方法
利用者画面

1文書の一時保存

新規作成した回覧文書を一時保存する方法について説明します。

1．新規作成画面で文書の編集をします。

2．［一時保存］をクリックします。
保存された文書は、自動的に［下書き一覧］に保存されます。

2申請の再開

保存した下書き文書を編集再開する手順を説明します。

1．左側のメニューから［下書き一覧］をクリックします。

#1.%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%99%82%E4%BF%9D%E5%AD%98
#2.%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E5%86%8D%E9%96%8B
#3.%E4%B8%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%89%8A%E9%99%A4


2．下書き一覧から再開したい文書をクリックします。

3．［再開］をクリックして編集を開始します。

3下書き文書の削除

不要な下書き文書を削除する手順を説明します。
※削除した文書は復元できないため、操作の際はご注意ください。

1． 左側のメニューから［下書き一覧］をクリックします。

2．一覧から削除したい文書にチェックを入れ、［削除］をクリックします。



3．確認メッセージが表示されるので、［削除］をクリックして文書を削除します。


